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第 ４ 回 第 １ 農 地 部 会 議 事 録 

 
 

日      時  平成３１年４月１７日（水）午前１０時００分 

 

場      所  津市水道局 ２階 大会議室 

 

出 席 部 会 委 員  1 太田 義政・2 田中 康章・3 田村 明・4 東海 光政 

8 喜多 義幸・9 片岡 正春・10牧野 礼𠮷 

11清水 喜代己・12海野 要・13内藤 正敏 

21坂野 大徹・23 川邊 千秋 

                                 以上１２名 

 

欠 席 委 員  5 村澤 藤次・19草深 みつよ  

 

出席部会員外委員  会長 守山 孝之 

 

議      長  第１農地部会長 太田 義政 

 

事 務 局 職 員  藤井事務局長・長谷川次長・竹田主査 

 

総 合 支 所   河芸：後藤副主幹 美里：倉田主事補  安濃：横井担当副主幹 

          芸濃：清水主査 香良洲：中山担当主幹 

 

議 事 録 署 名 者  2 田中 康章・4 東海 光政 

 

 

事      項 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 

報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移転） 

報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸借） 

報告第６号 農地所有適格法人の定期報告について 

 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転） 

議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移転） 

議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借権） 

議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸借） 

議案第６号 非農地証明願について 

議案第７号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定に

ついて（別冊） 

 



 2 

議   事   の   大   要 

 

 

議  長   それでは第４回第１農地部会を開催させていただきます。 

本日の欠席は、５番 村澤 藤次委員、１９番 草深 みつよ委員です。出

席委員は１２名でございます。 

       それでは、議事録署名者を私の方から指名させていただきます。 

２番 田中 康章委員、４番 東海 光政委員、よろしくお願いします。 

まず始めに、会長の専決等の報告事項にはいります。 

報告第１号から第６号まで、事務局から一括して報告をお願いします。 

 

事 務 局   はい、議長。それでは、報告案件の説明をさせていただきます。恐れ入りま

すが座って説明させていただきます。 

 

議案書の１ページから２ページをお願いいたします。 

       これよりご説明させていただきます。各報告案件につきましては、農業委員

会への通知や届出が提出された内容について、農業委員会での議決が必要ない

ことから、事務局でその都度処理をしておりますので、直近で開催される部会

において、状況報告をさせていただくものになります。 

 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、でございま

す。 

       これは、農地の賃貸借を貸人と借人が合意の基、解除した場合に農業委員会

へ通知されたものになります。 

 

番号１から６で、合計件数は６件、合計面積は１５，５８３㎡で、すべて田

でございます。 

これらにつきましては、農地の賃貸借を、貸人、借人、双方の合意により解

約したものであります。 

  

２ページから７ページをお願いいたします。 

報告第２号 農地法第３条の３第 1 項の規定による届出について、でござい

ます。 

       これは、農地の相続等により、所有権の権利を取得した時に、農業委員会へ

届出がなされたものになります。 

 

       番号１から１２で、合計件数は１２件、合計面積は６７，０８４.３８㎡

で、その内訳は田が５４，８４２.１７㎡、畑が１２，２４２.２１㎡、でござ

います。 

これらにつきましては、相続の届出でございます。なお、現況地目が農地以

外となっているところは、無断転用の可能性がありますので、届出人に対して

指導しております。 

 

８ページをお願いいたします。 

報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について、でござ

います。 
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       これは、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、許可不要となる市街化区域

内の農地を、土地所有者が自らのために農地以外にすることを目的に農業委員

会へ届出がなされ、受理されたものになります。 

       番号１、駐車場用地 

番号２、一般個人住宅用地 でございます。  

合計件数は２件、合計面積は８３２㎡で、すべて畑でございます。 

 

 

９ページから１０ページをお願いいたします。 

報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権

移転）でございます。 

これは、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、許可不要となる市街化区域

内の農地を、土地所有者から第三者へ所有権の権利を移動させ、農地以外にす

ることを目的に農業委員会へ届出がなされ、受理されたものになります。 

番号１、番号２、番号３、長屋住宅用地 

番号４、番号５ 庭用地 

番号６、一般個人住宅用地 

番号７、長屋住宅用地 

番号８、庭用地 

番号９、番号１０、太陽光発電施設用地 

番号１１、資材置場用地 

番号１２、一般個人住宅用地 でございます。  

合計件数は１２件、合計面積は９，０８３㎡で、その内訳は田が８，１６０

㎡、畑が９２３㎡でございます。 

 

１１ページをお願いいたします。 

報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸

借）でございます。 

これは、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、許可不要となる市街化区域

内の農地を、土地所有者は第三者との間に使用貸借を設定し、農地以外にする

ことを目的に農業委員会へ届出がなされ、受理されたものになります。 

番号１、番号２、一般個人住宅用地 でございます。 

合計件数は２件、合計面積は４６５㎡で、すべて畑でございます。 

 

１２ページをお願いいたします。 

報告第６号 農地所有適格法人の定期報告について、でございます。 

       これは、耕作目的で農地の所有が認められた法人で、年に１回、必要な要件

を備えているか、事業の状況等について農業委員会に報告されたものになりま

す。 

番号１、株式会社     、主たる耕作物は花き、耕作面積は、畑で３．

８ ｈａ。 

番号２、     農事組合法人、主たる耕作物は野菜、耕作面積は、田が

１．８ｈａ、畑で２７．４ｈａ、採草放牧地９ｈａ、合計３８．２ｈａ。 

番号３、有限会社     、主たる耕作物は花苗、耕作面積は、田で３．

７ｈａ。 

番号４、株式会社     、主たる耕作物は水稲、耕作面積は、田で９１
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ｈａ。 

番号５、株式会社     、主たる耕作物は水稲、耕作面積は、田で８０

ｈａ。 

番号６、株式会社     、主たる耕作物は花き、耕作面積は、畑で５．

６ｈａ。 

番号７、農事組合法人     、主たる耕作物は水稲、耕作面積は、田 

２２ｈａ、畑０．４ｈａ、合計２２．４ｈａ。 

番号８、農事組合法人     、主たる耕作物は水稲、耕作面積は、田８

７．１ｈａ、畑１．２ｈａ、合計８８．３ｈａ。 

番号９、有限会社     、主たる耕作物は水稲、耕作面積は、田６０ｈ

ａ、畑０．５ｈａ、合計６０．５ｈａ。 

番号１０、株式会社     、主たる耕作物は野菜、耕作面積は、田３

４．６ｈａ、畑２．１ｈａ、合計３６．７ｈａ。 

番号１１、株式会社     、主たる耕作物はブロッコリー、耕作面積

は、畑で ３．３ｈａ。 

番号１２、農事組合法人     、主たる耕作物は小麦、耕作面積は田で

１０．３ｈａ。 

 

以上件数は１２件で、いずれの案件も、組織形態要件として株式会社、農事

組合法人等であるかどうか、事業要件として主たる事業が農業等であるかどう

か、構成員要件として農地の権利を提供した個人や、年間１５０日以上常時従

事する者等が、構成員の過半をしめているかどうか、業務執行役員要件として

法人の役員半分が、年間１５０日以上常時従事する構成員等であるかどうかと

いうのを、すべてを満たしております。 

 

報告案件につきまして、以上で説明を終わります。よろしくお願いをいたし

ます。 

 

議  長   報告事項については先ほど、事務局より報告があったとおりでございますの

で、よろしくお願いします。それでは、議案事項に入ります。 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請（所有権移転）についてで

すが、番号４に関しましては、    委員に関係する案件です。先に番号４

の採決をし、その後、番号１から３、５と６の案件について採決したいと思い

ます。 

それでは、番号４に関し、農業委員会等に関する法律、第３１条の議事参与

の制限に該当しますので、    委員の一時退室をお願いします。 

 

＜ 退 室 ＞ 

 

議  長   それでは、番号４の説明を事務局お願いします。 

 

事 務 局   １３ページをお願いいたします。 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）で

ございます。 

これは、農地を農地として売買したり、生前贈与するなど、所有権移転が伴

う場合は、農地法に基づく許可を受ける必要があるため、申請されたものにな
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ります。 

それでは、まず番号４について説明させていただきます。 

番号４、地区 黒田 受人     、面積 ２４７，９１５.３９㎡、   

渡人     、面積 ２４７，９１５.３９㎡、申請地 河芸町三行大

広    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ７１７㎡ 外２筆、合計面積

５，４３９㎡。 

これにつきましては、親子間の生前部分贈与になります。 

 

この案件につきましては、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、下限面

積要件、地域との調和要件など、農地法第３条第２項各号には該当しないた

め、許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

なお、全部効率利用要件につきましては機械や労働力が確保され、権利を取

得する者等が、保有する農地を含め、すべての農地を耕作できるかどうか、農

作業常時従事要件は権利を取得する者等が、必要な農作業に常時従事できるか

どうか、下限面積要件は権利を取得する者等が、許可後に耕作する面積とし

て、別段の面積が設定されている区域もありますが、一般的に５０００㎡以上

あるかどうか、地域との調和要件としては農地の集団化、地域の水利調整など

に支障がないかどうかなどを見ていただくということになります。 

 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。番号４について、地元委員の意見を伺いま 

す。番号４、地区 黒田 説明をお願いします。 

 

事 務 局   地元推進委員より、事前に報告をいただいております。１５日の日に現地確

認を実施しており、内容的にも熱心に農業をされている認定農家さんが、生前

部分贈与を行うということで、特に問題ないとのことでした。以上で報告を終

わります。 

 

議  長   番号４について、異議のない報告が事務局よりありました。皆さんいかがで

すか。 

 

坂野委員   はい、２１番 坂野です。単純な疑問ですけれども、譲渡人と譲受人の面積

が同じなのですが、これはどういうことでしょうか。 

 

事 務 局   親子関係で同じ農家世帯ということになりますので、経営面積としては一緒

になっております。 

 

議  長   よろしいですか。今、坂野委員からありましたけど、他に何かございません

か。 

 

議  長   皆さんよろしいですか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは異議なしと認め、番号４については、許可をすることに決定いたし
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ます。 

 

議  長       委員入室をお願いします。 

 

＜ 入 室 ＞ 

 

議  長   それでは引き続き、番号１から３、５と６の説明を事務局お願いします。 

 

事 務 局   それでは、順に番号１から３、５と６の説明をさせていただきます。 

 

番号１、地区  片田、受人      、面積  １０，０５８㎡、渡

人     、面積 ３，６４６.６１㎡、申請地 片田志袋町門    、

台帳地目・現況地目とも畑、面積 ３９０㎡。 

これにつきましては、受人は、遠方により営農を縮小する渡人から申請地を

譲り受け、営農を拡大するものです。 

 

番号２、地区  大里、受人      、面積  ６，４７１㎡、渡

人     、面積 ８，８３２㎡、申請地 大里小野田町古里    、台

帳地目・現況地目とも畑、面積 ２５４㎡ 外１筆、合計面積 ４７２㎡。 

これにつきましては、受人は、遠方により営農を縮小する渡人から申請地を

譲り受け、営農を拡大するものです。 

 

番号３、地区  上野、受人      、面積  ２４，１６９㎡、渡

人     、面積 １，０１１㎡、申請地 河芸町東千里東番場    、

台帳地目・現況地目とも田、面積 １，０１１㎡。 

これにつきましては、受人は、労力不足により離農する渡人から申請地を譲

り受け、営農を拡大するものです。 

 

番号５、地区  椋本、受人      、面積  ５，２７７㎡、渡

人     、面積 ２，４６７㎡、申請地 芸濃町椋本響野    、台帳

地目・現況地目とも畑、面積 ２６４㎡。 

これにつきましては、受人は、遠方により営農を縮小する渡人から申請地を

譲り受け、営農を拡大するものです。 

 

番号６、地区  安濃、受人      、面積  １７，６８１㎡、渡

人     、面積 ３，９４５㎡、申請地 安濃町内多廣永    、台帳

地目・現況地目とも田、面積 ９６５㎡ 外１筆、合計面積 ３，９４５㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人に要望をし、申請地を譲り受け、営農を

拡大するものです。 

 

以上、件数は６件、合計面積は１１，５２１㎡で、その内訳は田が１０，３

９５㎡、畑が１，１２６㎡でございます。 

 

これらの案件につきまして、全部効率利用要件・農作業常時従事要件・下限

面積要件・地域との調和要件など、農地法第３条第２項各号には該当しないた

め、許可要件のすべてを満たしていると考えます。 
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以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。番号１から地元委員の意見を伺います。 

ここで、初めて部会に出席される委員方もみえますので、少し説明させてい

ただきます。 

私が、議案番号と地区名を順番にお呼びします。そしたら、議席番号と氏名

を述べていただいてから、発言をお願いします。 

それでは、１番 片田。 

 

東海委員   ４番 東海です。４月９日、事務局と現地確認を行いました。後日地元推進

委員と相談しましたが、特に問題はありませんでした。よろしくお願いしま

す。   

 

議  長   ２番 大里。 

 

田中委員   ２番 大里、田中です。４月１４日の日に地元推進委員と現地確認を行いま

した。事務局の説明どおり問題はありませんでした。 

 

議  長   ３番 上野。 

 

喜多委員   ８番 喜多です。地元推進委員と相談の結果、現地も見て、別に問題なしと

言うことと、事務局の説明どおりであり、よろしくお願いします。 

 

議  長   ５番 椋本。 

 

牧野委員   １０番 牧野です。現地確認いたしましたが、何ら問題ないと思いますので

よろしくお願いをいたします。 

 

議  長   ６番 安濃。 

 

海野委員   １２番 海野です。４月９日に内藤農業委員、事務局と現地確認を行いまし

て、特に問題ないと思いますのでよろしくお願いします。 

 

議  長   地元委員さんからは異議のない旨の発言がありました。番号１から３、５と

６ついて、皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞   

 

議  長   それでは異議なしと認め、番号１から３、５と６については許可をすること

に決定いたします。 

 

次に議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、事務

局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １４ページをお願いいたします。 
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議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、でござい

ます。 

これは、土地所有者が自らのために農地以外にすることを目的に許可を得よ

うとするものです。 

なお、許可要件としましては、申請に係る農地の営農状況及び周辺の市街地

の状況から判断する立地基準と、土地の効率的な確保という観点から、転用し

て農地以外にすることが確実と認められ、かつその目的が、周辺農地の営農条

件に支障を生じるおそれがあるかどうかを判断する一般基準の両基準を満たす

必要があります。 

また、立地基準は保全すべき農地として転用を抑制する３つの区分、基本的

には転用が認められる２つの区分、計５つに区分分けされ、これを農地区分と

呼んでいます。 

 

番号１、地区  片田、申請者      、申請地  片田田中町鎌

田    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 １２６㎡。 

これにつきましては、既存の進入路が狭いため、隣接する申請地を利用し、

進入路を広げようとするものです。農地区分は第３種農地と判断されます。 

 

番号２、地区  片田、申請者      、申請地  片田志袋町中

反    、台帳地目 田、現況地目 雑種地、面積 ２０㎡。 

これにつきましては、申請地を進入路用地とするものですが、平成２年１２

月の国道拡幅買収による残地として残った部分で、この頃より進入路として利

用してきた旨の始末書が提出されておりますことから、これを追認しようとす

るものです。 

 

番号３、地区 上野、申請者     、申請地 河芸町久知野野辺池ノ

下    、台帳地目・現況地目とも田、面積 １，７０５㎡。 

これにつきましては、申請地を太陽光発電施設、資材置場、駐車場用地とす

るものです。パネル設置面積は、５３１．３６㎡、設置率は、転用面積の４

１．５％になります。農地区分は、第３種農地と判断されます。 

 

番号４、地区  辰水、申請者      、申請地  美里町家所士師

神    、台帳地目 畑、現況地目 ため池、面積 ６１１㎡。 

これにつきましては、申請地をため池用地とするものですが、すでに昭和４

７年頃に、申請地周辺で耕作する農業者より要望をうけ、これまで田の用水池

として利用してきた旨の始末書が提出されておりますことから、これを追認し

ようとするものです。 

 

以上、件数は４件、合計面積は２，４６２㎡で、このうち田が１，７２５

㎡、畑が７３７㎡でございます。 

 

この案件につきまして、農地法第４条第６項各号には該当しないため、許可

要件のすべてを満たしていると考えます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長    事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。番号１と２  
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片田。 

 

東海委員   ４番 東海です。１番と２番は同じ日の４月９日、事務局と現地確認をさせ

ていただきました。後日地元推進委員とも相談をしました結果、特に問題はご

ざいませんでした。よろしくお願いいたします。 

 

議  長   ３番 上野。 

 

喜多委員   ８番 喜多です。９日の日に会長、部会長来ていただきまして、現地見てい

ただきましたが、別に地元推進委員も問題なしということでしたので、事務局

の説明のとおりでございます。 

 

議  長   ４番 辰水。 

 

清水委員   １１番 清水です。４月５日、現地調査しましたところ、問題はないという

ふうに思いましたので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   地元委員さんからは、異議のない旨の発言がありました。皆さんいかがでし

ょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞   

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第２号については、許可をすることに決定い

たします。 

 

       次に議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有

権移転）事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １５ページから１７ページをお願いいたします。 

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移

転）でございます。 

これは、土地所有者から第三者へ所有権の権利を移動させ、農地以外にする

ことを目的に許可を得ようとするものです。 

なお、許可要件としましては、議案第２号の初めに説明しました内容と同様

でございます。 

 

番号１、地区 神戸、受人     、渡人     、申請地 神戸品

田    、台帳地目 田、現況地目 畑、面積 １７５㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を自身が

営む建設業の資材置場用地として、受人が所有し、隣接する手狭な既存資材置

場と一体利用するものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号２、地区 櫛形、受人     、渡人     、申請地 小舟八幡

田    、台帳地目 畑、現況地目 雑種地、面積 ２９０㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を一般個

人住宅用地とするものですが、既に平成８年頃より、駐車場として使用してし
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まっている旨の始末書が提出されています。農地区分は、第２種農地と判断さ

れます。 

 

番号３、地区 雲出、受人     、渡人     、申請地 雲出伊倉

津町高峯新田    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ９９８㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、５１０．６８㎡、設置率

は、転用面積の５１．２％になります。農地区分は、第２種農地と判断されま

す。 

  

番号４、地区 雲出、受人     、渡人     、申請地 雲出伊倉

津町高峯新田    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ３６６㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、２４５．１８㎡、設置率

は、転用面積の６７％になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号５、地区 雲出、受人     、渡人     、申請地 雲出伊倉

津町高峯新田    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ４５９㎡ 外１

筆、合計面積 ８７４㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、５３８．３５㎡、設置率

は、転用面積の６１．６％になります。農地区分は、第２種農地と判断されま

す。 

 

番号６、地区 雲出、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人      外２名、申請地 雲出伊倉津町高峯新田    、台帳地

目・現況地目とも田、面積 ６５６㎡ 外３筆、合計面積 １，０３４㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、４５１．９５㎡、設置率

は、転用面積の４３．７％になります。農地区分は、第２種農地と判断されま

す。 

 

番号７、地区 雲出、受人     、渡人     、申請地 雲出伊倉

津町高峯新田    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ５１４㎡ 外１

筆、合計面積 １，７４５㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、７０１．４０㎡、設置率

は、転用面積の４０．２％になります。農地区分は、第２種農地と判断されま

す。 

 

番号８、地区 雲出、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 雲出伊倉津町高峯新田    、台帳地目・現況地

目とも田、面積 １，０４２㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、５３８．３５㎡、設置率

は、転用面積の５１．７％になります。農地区分は、第２種農地と判断されま
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す。 

 

番号９、地区 雲出、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人      外１名、申請地 雲出伊倉津町高峯新田    、台帳地

目・現況地目とも田、面積 ７３９㎡ 外２筆、合計面積 ２，０２０㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、８１８．３８㎡、設置率

は、転用面積の４０．５％になります。農地区分は、第２種農地と判断されま

す。 

 

番号１０、地区  雲出、受人  株式会社       代表取締

役     、渡人     、申請地 雲出伊倉津町高峯新田    、台

帳地目・現況地目とも田、面積 ３９６㎡ 外２筆、合計面積 １，６９１

㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、７０１．４０㎡、設置率

は、転用面積の４１．５％になります。農地区分は、第２種農地と判断されま

す。 

 

番号１１、地区  雲出、受人  株式会社       代表取締

役     、渡人     、申請地 雲出伊倉津町高峯新田    、台

帳地目・現況地目とも田、面積 ８５２㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、５３０．３２㎡、設置率

は、転用面積の６２．２％になります。農地区分は、第２種農地と判断されま

す。 

 

番号１２、地区  雲出、受人  株式会社       代表取締

役     、渡人     、申請地 雲出伊倉津町高峯新田    、台

帳地目・現況地目とも田、面積 ９９１㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、５１１．７７㎡、設置率

は、転用面積の５１．６％になります。農地区分は、第２種農地と判断されま

す。 

 

番号１３、地区  雲出、受人  株式会社       代表取締

役     、渡人      外１名、申請地 雲出伊倉津町高峯新

田    、台帳地目・現況地目とも田、面積 １４２㎡ 外２筆、合計面積 

６７３㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、２９４．６２㎡、設置率

は、転用面積の４３．８％になります。農地区分は、第２種農地と判断されま

す。 

 

番号１４、地区  雲出、受人  株式会社       代表取締

役     、渡人      外１名、申請地 雲出伊倉津町高峯新
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田    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ６０４㎡ 外１筆、合計面積 

８１２㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、４３２．１１㎡、設置率

は、転用面積の５３．２％になります。農地区分は、第２種農地と判断されま

す。 

 

番号１５、地区 上野、受人     、渡人     、申請地 河芸町

西千里大谷    、台帳地目・現況地目とも田、面積 １，４１４㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、５３７．８４㎡、設置率

は、土地の形状が不整形であることから、転用面積の３８％になります。農地

区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号１６、地区  黒田、受人       株式会社  代表取締

役     、渡人     、申請地 河芸町南黒田岡崎    、台帳地

目・現況地目とも田、面積 ６４４㎡ 外２筆、合計面積 １８９９㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、１０６２．７２㎡、設置率

は、転用面積の４９％になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号１７、地区 椋本、受人     、渡人     、申請地 芸濃町

椋本大笹    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ５６５㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を一般個

人住宅用地とするものです。農地区分は、第３種農地と判断されます。 

 

番号１８、地区  長野、受人       株式会社  代表取締

役     、渡人     、申請地 美里町北長野前田    、台帳地

目・現況地目とも田、面積 １，０５０㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、３３９．４８㎡、設置率

は、申請地が高台に位置することから安全を考慮し、高低差のある畦から離し

て設置する為、転用面積の３２．３％になります。農地区分は、第２種農地と

判断されます。 

 

番号１９、地区 明合、受人     、渡人     、申請地 安濃町

粟加川添    、台帳地目 田、現況地目 雑種地、面積 ２１１㎡ 外２

筆、合計面積 ８８２㎡。 

これにつきましては、受人は近年、亀山市及び鈴鹿市において工事の受注が

増加し、既存の資材置場まで距離が遠いために効率が悪く苦慮していたとこ

ろ、渡人より    に面し、利便性のいい申請地を譲り受け、資材置場及び

駐車場用地とするものですが、既に渡人によりこの用途に供されている旨の始

末書が提出されており、これを追認しようとするものです。 

 

以上、件数は１９件で、合計面積は１９，３７３㎡、このうち田が１８，４

４６㎡、畑が９２７㎡でございます。 
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これらの案件につきましても農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。１番 神戸。 

 

東海委員   ４番 東海です。１番、２番とも４月９日、事務局と共に現地確認を行いま

した。後日、地元推進委員と相談しましたが、特に問題はありませんでした。

よろしくお願いします。 

 

議  長   ３番から１４番まで 地区 雲出。 

 

事 務 局   本日、村澤委員が遅れて出席されるということでしたが諸事情によりやむを

得ず、欠席させていただきたいとの連絡がありました。 

議案については報告いただいておりまして、３番から１４番まで、４月９日

の日に１０００㎡以上について会長、部会長、地元推進委員と現地確認を実施

し、１０００㎡以下については、地元推進委員と事務局と現地確認を実施した

とのことです。 

また、内容的には特に問題はなく、事業主についても全て関連会社で取得

し、事業を行おうとするものであると報告を受けておりますので、よろしくお

願いいたします。 

以上で報告終わります。 

 

議  長   １５番 上野。 

 

喜多委員   ８番 喜多です。４月９日、会長、部会長に来てもらいまして、現場見ても

らいました。地元推進委員も別に問題なしということで、事務局の説明どおり

でございます。 

 

議  長   １６番 黒田も。 

 

喜多委員   ８番 喜多です。これも４月９日に会長、部会長に来てもらいまして、現場

見てもらいました。地元推進委員も別に問題ないということで、事務局の説明

のとおりでございます。よろしくお願いします。 

 

議  長   １７番 地区 椋本。 

 

牧野委員   １０番 牧野です。４月の１１日、現地確認させていただきましたけども、

下水道整備も完了した地区であり、農業用水関係に影響がないところでござい

ます。以上のことから問題ないと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   １８番 長野。 

 

清水委員   １１番 清水です。４月９日、会長、部会長と一緒に現地調査をいたしまし
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たところ、問題がないということでございました。以上です。 

 

議  長   １９番 地区 明合。 

 

海野委員   １２番 海野です。４月９日に農業委員の内藤さんと事務局と現地確認を行

いました。この場所はすでに資材置場と駐車場に使われておりますが、もっと

昔は譲渡人の先代の時代に鶏小屋として農地転用されておりまして、現在に至

っております。始末書も提出され、特に問題ないかと思いますのでよろしくお

願いします。 

 

議  長   議案３号について、私も現地確認して思ったことは、「非常に太陽光事業者

の数が多い」、「最近は売買による事業計画が多い」、「太陽光事業者の資金

力が高い」ということに気がついた反面、不安に思いました。 

これで約２ヘクタールの農地が減るわけですが、すべて耕作不便な所で荒れ

ていたのが解消される所ばかりならありがたいと思いますが、景観のことを考

えたりしますと、後々問題が出てくるのではないかと感じました。以上です。 

 

議  長   地元委員さんからは、異議のない旨の発言がありました。皆さんいかがでし

ょうか。 

 

川邊委員   ２３番、川邊です。ちょっと教えてほしいのですが、この字高峯新田とは、

以前も議題に出ていましたが、地形的にはどんな感じですか。 

 

事 務 局   この場所は区画整理がされておらず、小集団の農地でありまして、現在では

ほとんどが耕作放棄地となっています。これまでにも、地権者方が区画整理や

耕作放棄地改善に向けて取り組んできましたが、ほ場の悪さや高齢化、後継者

不足により苦慮してきた経過があります。 

 

議  長   皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞   

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第３号については、許可をすることに決定い

たします。 

 

   次に議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸

借権）事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １８ページをお願いいたします。 

議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借

権）でございます。 

これは、土地所有者が第三者との間に賃貸借権を設定し、農地以外にするこ

とを目的に許可を得ようとするものです。なお、許可要件としましては、議案

第２号の初めに説明しました内容と同様になります。 

 

番号１、地区 黒田、借人 株式会社      代表取締役     、
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貸人     、申請地 河芸町三行栃本    、台帳地目  田、    

現況地目 畑、面積 ５０９㎡。 

これにつきまして、借人は、貸人との間に２０年間の賃貸借権を設定し、申

請地を太陽光発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、３１９．６８

㎡、設置率は、転用面積の６２．８％になります。農地区分は、第２種農地と

判断されます。 

 

番号２、地区 明、借人     、貸人     、申請地 芸濃町林中

畑    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ５４５㎡。 

これにつきまして、借人は、貸人との間に２０年間の賃貸借権を設定し、申

請地を太陽光発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、１９９．２

㎡、設置率は、土地の形状が不整形であることから、転用面積の３６．６％に

なります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号３、地区 明、借人 株式会社      代表取締役     、貸

人     、申請地 芸濃町萩野西川原    、台帳地目・現況地目とも

畑、面積 ３５０㎡ 外１筆、合計面積 ４８５㎡。 

これにつきまして、借人は、貸人との間に２０年間の賃貸借権を設定し、申

請地を太陽光発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、２６２．４

㎡、設置率は、転用面積の５４．１％になります。農地区分は、第２種農地と

判断されます。 

 

以上、件数は３件、合計面積は１，５３９㎡で、このうち田が５０９㎡、畑

が１，０３０㎡でございます。 

 この案件につきまして、農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可

要件のすべてを満たしていると考えます。 

 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

１番 地区 黒田。 

 

喜多委員   ８番 喜多です。地元推進委員と現地確認したところ、別に問題なしという

ことで、事務局の説明どおりでございますので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ２番 地区 明。 

 

牧野委員   １０番 牧野です。４月１１日に現地確認をさせていただきましたところ、

現場は、耕作放棄地のような状況でございました。事務局の報告どおり何ら問

題ないと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 

議  長   ３番 地区 安西。 

 

片岡委員   ９番 片岡です。安西地区の件ですが４月１１日に、各委員と現地を確認し

ましたが、事務局の説明どおりで問題ないと思いますので、ご報告いたしま

す。 
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議  長   先ほどの所有権移転に比べて、賃貸借権は非常に案件が少ないのは、まだ地

権者が手放したくないと思い、まだ農地に愛着があるのかなと感じるところで

す。 

それでは、事務局の説明が終わりました。地元委員さんからは、異議のない

旨の発言がありました。皆さんいかがですか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞   

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第４号については、許可をすることに決定い

たします。 

 

次に議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用

貸借）事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １９ページをお願いいたします。 

議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸

借）でございます。 

これは、土地所有者が第三者との間に使用貸借を設定し、農地以外にするこ

とを目的に許可を得ようとするものです。なお、許可要件としましては、議案

第２号の初めに説明しました内容と同様になります。 

 

番号１、地区 高宮、借人     、貸人     、申請地 美里町五

百野下之郷    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ３４０㎡。 

これにつきましては、借人は、親である貸人との間に永年間の使用貸借を設

定し、申請地を一般個人住宅用地とするものです。農地区分は、第２種農地と

判断されます。 

 

以上、件数は１件、面積は畑で３４０㎡ございます。 

 この案件につきまして、農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可

要件のすべてを満たしていると考えます。 

 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

 

清水委員   １１番 清水です。４月５日に現地調査いたしましたところ、問題はないと

いうことになりました。以上です。 

        

議  長   地元委員さんからは、異議のない旨の発言がありました。皆さんいかがです

か。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第５号については、許可をすることに決定い

たします。 
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  次に議案第６号、非農地証明願についてですが、番号２に関しましては、  

    委員に関係する案件です。先に番号２の採決をし、その後、番号１の案

件について採決したいと思います。 

       それでは、番号２に関し、農業委員会等に関する法律、第３１条の議事参与

の制限に該当しますので、    委員の一時退室をお願いします。 

 

       ＜ 退 室 ＞ 

 

議  長   それでは、番号２の説明を事務局お願いします。 

 

事 務 局   ２０ページをお願いいたします。 

議案第６号 非農地証明願についてございます。 

これは、登記簿上の地目が農地になっているものの、２０年以上前から放棄

地となり雑木などが生い茂っていたり、宅地など農地以外のものに利用されて

いたりする場合、非農地証明事務取扱要領に基づき、その土地自体の事実状態

に基づいて客観的に判断し、農地ではない旨の証明をするものです。 

 

それでは、まず番号２のみ、説明させていただきます。 

番号２、地区  黒田、願出者      、申請地  河芸町三行鎌

戸    、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積 ４６５㎡。 

これにつきましては、平成３０年度固定資産課税台帳記載事項証明書によ

り、申請地に昭和４２年頃より居宅及び倉庫等が建築されていることが確認で

きることから、申請地は農地以外の用に供され２０年以上が経過している土地

であり、非農地証明事務取扱要領第３条第１項第２号の規定に該当することか

ら、農地ではない旨の証明をしても差し支えないものと考えます。 

 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。番号２について、地元委員の意見を伺いま

す。 

番号２、地区 黒田 説明をお願いします。 

 

 

事 務 局   地元推進委員より、事前に報告をいただいておりまして、１５日の日に現地

確認を実施しており、２０年以上前から、居宅及び倉庫が建築されていること

は間違いないので、特に問題ないとのことでした。以上で報告を終わります。 

 

議  長   番号２について、異議のない報告が事務局よりありました。皆さんいかがで

しょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞   

 

議  長   それでは異議なしと認め、番号２については、許可をすることに決定いたし

ます。 

    委員入室して下さい。 
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＜ 入 室 ＞ 

 

議  長   それでは、番号１の説明を事務局お願いします。 

 

事 務 局   番号１、地区 黒田、願出者     、申請地 河芸町浜田西垣

内    、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積 １６５㎡。 

これにつきましては、平成３０年度固定資産 課税台帳記載事項証明書によ

り、申請地に昭和５０年頃より農業用倉庫等が建築されていることが確認でき

ることから、申請地は農地以外の用に供され２０年以上が経過している土地で

あり、非農地証明事務取扱要領第３条第１項第２号の規定に該当することか

ら、農地ではない旨の証明をしても差し支えないものと考えます。 

 

以上、件数は２件、合計面積は畑で６３０㎡でございます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。番号１の地元委員の意見を伺います。 

番号１ 地区 黒田。 

 

喜多委員   ８番 喜多です。地元推進委員と現場見に行きました。別に問題なしという

ことで、事務局の説明どおりでございますのでよろしくお願いします。 

 

議  長   地元委員さんからは、異議のない旨の発言がありました。皆さんいかがでし

ょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第６号については、証明することに決定いた

します。 

 

次に別冊でお配りしました、議案第７号 農業経営基盤強化促進法第１８条

の規定による農用地利用集積計画の決定についてです。 

 

事 務 局   議案第７号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積

計画の決定について、でございます。 

これは、農地の売買及び貸借する時、農地法の特例である農業経営基盤の強

化を促進する目的により制定された、この法律により行われる場合は、農地法

の許可を得る必要がなくなるものです。 

 

資料の２枚目、農用地利用集積計画地区別集計表をご覧ください。各地区別

に、下の合計欄で説明をさせていただきます。 

 

まず、津地区をご覧ください。田の賃貸借、使用貸借で６０，９９３㎡、畑

の使用貸借で４，１１８㎡、契約件数は２５件でございます。 

河芸地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借、２７，８９３㎡、契約件

数は１０件でございます。 
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安濃地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で２６，５４９㎡、契約件

数は６件でございます。 

芸濃地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で３１，６２８.６１㎡、

契約件数は７件でございます。 

美里地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で６，７６８㎡、契約件数

は４件でございます。 

香良洲地区につきましては、契約はございませんでした。 

 

以上、合計で田の集積が、賃貸借、使用貸借合わせて１５３，８３１.６１

㎡、畑の集積が、使用貸借で４，１１８㎡、合計契約件数は５２件、合計面積

は１５７，９４９.６１㎡となっております。 

  

次に認定農業者への集積状況でございます。 

 

地区別の認定農業者への集積は津地区６件、河芸地区５件、安濃地区４件、

芸濃地区６件で合計２１件、合計面積は７２，０３８.６１㎡でございます。

なお、認定農業者への集積率は、件数で４０．４％、面積で４５．６％となっ

ております。 

 

今回提出させていただきました利用集積計画につきましては、農業経営基盤

強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

 

次に、３枚目からの「農用地利用集積計画の概要」でございますが。 

 

今回の利用集積計画のうち、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参与

の制限に該当します案件がございますので、ご審議いただくにあたりまして、

ご配慮いただきますようよろしくお願いします。 

 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   説明が終わりました。初めに、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参

与の制限に該当する案件について、ご審議をお願いします。 

 

整理番号７、ほか１３件の    に関する分についてです。 

    委員、一時退室をお願いします。 

 

       ＜ 退 室 ＞ 

 

議  長   この１４件について、皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞    

 

議  長   ありがとうございました。入室してください。 

 

＜ 入 室 ＞ 
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議  長   それでは、議事参与の制限に該当しない案件につきまして、ご審議をお願い 

します。皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞    

 

議  長   それでは議案第７号について、すべて適正であると認め、市長に進達するこ

とにいたします。 

 

以上で、部会に付議されました案件の審議はすべて終了いたしました。以上

で第４回第１農地部会を終了いたします。 

 

 

 

 

 

                             午前１１時１４分 

 

上記は、第４回第１農地部会の議事を録したものである。 

 

 

  平成３１年４月１７日 

 

                     議事録署名者              

 

 

 

 

                     議事録署名者              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


